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	１　目的 
	 
	２　件名 
	３　履行場所 
	４　履行期間 
	５　健康診断の時期 
	６　受託要件 
	７　使用器具 
	⑴　健康診断で使用する器具は、鼻鏡（ハルトマン、和辻）、舌圧子（板状、チェルマック式）、耳鏡、歯鏡とする。 
	⑵　鼻鏡、舌圧子については、学校医によって使用する形状が違うことから各学校の学校医が決まり次第別途協議すること。 
	⑶　鼻鏡及び耳鏡のサイズについて、小学校（義務教育学校前期を含む）の児童については「小」、中学校（義務教育学校後期を含む）の生徒については「中」が望ましいが、他自治体等において実績がある場合にはこの限りではない。 
	⑷　本仕様書内「5-1　器具の配送　⑶　配送数」において、別紙１「器具を保有・保管している学校の必要器具数等一覧」に記載のある学校分については、学校において器具を保有・保管している。契約締結後、受託者へ学校保有の器具を引継ぐため、引継がれた器具を使用し、契約満了日まで受託者が保管及び管理を行うこと。 
	⑸　本仕様書内「5-1　器具の配送　⑶　配送数」において、別紙２「受託者において器具を用意する学校の必要器具数等一覧」に記載のある学校については、学校で器具を保有していないため、受託者において器具を準備すること。 

	８　履行内容 
	8-1　器具の配送 
	⑴　配送・回収予定表の作成 
	受託者は、本市から送付される各学校の健康診断実施日及び配送依頼数に基づいて、各学校への配送・回収予定表を作成し、配送開始までに本市へ通知すること。なお、各学校の健康診断実施日については例年２月以降に決定となるため、決定次第、本市から受託者へ報告する。 

	⑵　配送日程 
	受託者は、原則として健康診断実施の２日前まで（ただし、土・日曜日、祝日を除く）に各学校へ配送すること。ただし、健康診断の日程が集中するなどのやむを得ない場合は、本市及び該当学校に事前連絡の上、健診日前日の午前中までに配送するものとする。 

	⑶　配送数 
	配送する器具の数量は、別紙１「器具を保有・保管している学校の必要器具数等一覧」及び別紙２「受託者において器具を用意する学校の必要器具数等一覧」のとおりである。なお、密封包装の単位については、受託者によるものとする。 

	⑷　配送方法 
	宅配便又は受託者の持ち込みによるものとする。なお、宅配便を使用した場合の費用については全て受託者負担とする。 

	⑸　配送日程及び配送数の変更 
	健康診断実施日の変更、器具の数量変更及び緊急の追加配送依頼等が生じた場合には、受託者は本市または各小・中・義務教育学校からの連絡に基づき速やかに対応すること。 


	8-2　器具の回収 
	⑴　回収日程 
	受託者は、原則として健診日の翌日（ただし、土・日曜日、祝日を除く）に回収すること。ただし、健康診断の日程が集中するなどのやむを得ない場合は、本市及び該当学校に事前連絡の上、回収日の変更を行うものとする。 

	⑵　回収方法 
	宅配便又は受託者の持ち込みによるものとする。なお、宅配便を使用した場合の費用については全て受託者負担とする。 

	⑶　回収器具の取扱い 
	回収する器具の状態は、雑洗い等を施さないままのものとする。なお、使用していない器具については、必要に応じて学校に保管し、次の健康診断に使用することができるものとする。 


	8-3　器具の点検及び滅菌処理 
	⑴　不具合の報告 
	受託者は、回収した器具について、回収の都度、安全性及び不具合等の点検を行い、点検の際に不具合があった器具については、様式２「健康診断器具不具合報告書」を付して本市へ報告すること。 

	⑵　使用不可となった器具の処分 
	点検の際に不具合を発見し、使用不可となった器具については、受託者の負担において処分を行うこと。なお、受託者はこれにより器具数が大幅に減少し、器具の配送スケジュール等本業務の遂行に支障をきたすことが想定される場合は、様式２「健康診断器具不具合報告書」に記載すること。 

	⑶　滅菌処理 
	受託者は、点検で確認した良好な器具について、オートクレーブによる高圧蒸気滅菌又は高圧蒸気滅菌と同程度の滅菌効果のある方法で滅菌を行い、滅菌処理前に密封包装をすること。 


	8-4　器具の保管及び管理 
	⑴　管理及び保管の取扱い 
	回収した器具については、善良な管理者の注意をもって管理及び保管すること。 

	⑵　数量報告 
	滅菌業務完了時には、様式３「健康診断器具種類別保管数量報告書」により健康診断器具の種類別保管数量を報告すること。 

	 


	９　支払条件 
	10　担当部署 
	11　その他 
	⑴　受託者は、業務完了後速やかに業務完了報告書を提出し、本市へ報告すること。なお、様式については契約締結後に本市から提供するものとする。 
	⑵　配送及び回収数確定後、実績に基づく変更契約を締結するものとする。 
	⑶　健康診断器具の納品、回収、保管及び滅菌時に器具の破損等が生じた場合の経費については受託者負担とする。 
	⑷　各学校が保有している健康診断器具の引継ぎ方法については、受託者との協議により決定すること。 
	⑸　契約期間の満了等に伴い契約が終了となるときは、健康診断の実施に支障が生じないように、新たに市が契約締結を予定する事業者に健康診断器具の引継ぎを行うこと。なお、引継ぎに関する費用は受託者負担とする。 
	⑹　仕様書に記載のない事項や記載内容に疑義が生じた場合は、担当者と協議の上、決定すること。 


